
ワン
ポイント

（葉月）AUGUST

11日・山の日

日 月 火 水 木 金 土

8月◆  8月の税務と労務

8 2022（令和4年）

国の借金　国債と借入金、それに政府短期証券の残高を合わせた、いわゆる「国の借金」
は今年3月末現在で1,241兆3,074億円と6年連続で過去最大を更新しています。医療や介護、
年金などの社会保障費や新型コロナ対策への財政出動が要因で、日本の人口（約1億2,273
万人）を基にした単純計算で国民1人当たりの借金は1,011万円超となっています。

国　税／ 7月分源泉所得税の納付 8月10日
国　税／ 6月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 8月31日
国　税／ 12月決算法人の中間申告 8月31日
国　税／ 9月、12月、3月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合） 8月31日
国　税／ 個人事業者の消費税等の中間申告 8月31日
地方税／個人事業税第1期分の納付
 都道府県の条例で定める日
地方税／個人住民税第2期分の納付
 市町村の条例で定める日
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株式会社トータルサポート
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1 2023（令和5年）

国　税／ 給与所得者の扶養控除等申告書の提出 
 本年最初の給与支払日の前日

国　税／ 報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
 1月31日

国　税／ 源泉徴収票の交付、提出 1月31日
国　税／ 12月分源泉所得税の納付 1月10日

（納期の特例を受けている事業所の7～12月
分は1月20日）

国　税／ 11月決算法人の確定申告 
（法人税・消費税等） 1月31日

国　税／ 5月決算法人の中間申告 1月31日
国　税／ 2月、5月、8月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合） 1月31日
地方税／ 固定資産税の償却資産に関する申告 1月31日
地方税／ 給与支払報告書の提出 1月31日
労　務／ 労働保険料の納付（第3期分） 1月31日

 （労働保険事務組合委託の場合2月14日まで）

　令和5年1月より、軽自動車税の納付確認に
係る新システム（軽JNKS）が導入され、市区
町村が賦課徴収する軽自動車税（種別割）の車
両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオン
ラインで確認できるシステムが運用されます。
これにより、軽自動車の継続検査を受ける際
の納税証明書の提示が原則不要となります。

ワンポイント 軽自動車車検時の納税証明書が不要に

1 月 の 税 務 と 労 務1月 （睦月）JANUARY

1日・元日　2日・振替休日　9日・成人の日

日 月 火 水 木 金 土
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1 月号─2

　
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
、
円
安
、
原
油

高
と
先
行
き
不
安
で
深
刻
な
状
況
で

あ
る
話
題
や
課
題
を
連
日
耳
に
し
ま

す
。
コ
ロ
ナ
融
資
の
返
済
も
そ
ろ
そ

ろ
始
ま
る
頃
で
す
が
、
売
上
の
伸
び

が
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
以
上
、
利

益
を
出
す
た
め
に
は
コ
ス
ト
削
減
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。

　
コ
ス
ト
に
は
変
動
費
と
固
定
費
が

あ
り
ま
す
。
変
動
費
は
売
上
高
に
比

例
し
て
増
減
す
る
の
で
影
響
は
少
な

い
で
す
が
注
視
す
べ
き
は
固
定
費
で

す
。
固
定
費
の
中
で
も
大
き
な
比
重

を
占
め
る
の
が
人
件
費
で
、
特
に
ア

ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
期
待
し
て
採
用
を
増

や
し
た
と
こ
ろ
な
ど
は
、
人
件
費
の

負
担
は
か
な
り
大
き
い
も
の
で
す
。

近
年
、
機
械
化
が
進
み
生
産
部
門
で

は
人
手
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
て
き

て
い
る
も
の
の
事
務
管
理
部
門
で
は

A
I
な
ど
の
技
術
が
あ
る
も
の
の

作
業
の
標
準
化
や
機
械
化
は
ま
だ
ま

だ
難
し
く
人
手
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な

い
状
況
で
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
は
売
上
が
伸

び
ず
人
件
費
負
担
が
重
い
ま
ま
で
事

務
管
理
部
門
の
合
理
化
が
必
要
に

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
解
決
策
と
し

て
人
員
削
減
と
い
う
の
は
短
絡
的
で

す
。
コ
ロ
ナ
禍
が
終
わ
り
景
気
回
復

す
れ
ば
ま
た
人
員
拡
大
を
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
り
、
そ
れ
の
繰
り
返
し
で

は
根
本
的
な
改
革
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

逆
に
こ
れ
を
好
機
と
と
ら
え
、
原
点

に
立
ち
返
っ
て
事
務
管
理
部
門
の
本

来
果
た
す
べ
き
役
割
を
見
直
し
て
み

ま
し
ょ
う
。

一

　業
務
を
再
構
築

　
ま
ず
、
事
務
管
理
部
門
の
役
割
を

果
た
す
う
え
で
、
何
が
必
要
か
と
い

う
視
点
に
立
っ
て
業
務
を
チ
ェ
ッ
ク

し
て
業
務
を
再
構
築
し
て
み
ま
し
ょ

う
。〝
仕
事
の
目
的
は
何
か
？
〞〝
本

当
に
必
要
な
仕
事
か
〞
を
見
極
め
、

目
的
が
は
っ
き
り
せ
ず
過
去
か
ら
の

慣
行
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
な
ど
が

あ
れ
ば
切
り
捨
て
ま
す
。
果
た
す
べ

き
目
的
に
沿
っ
た
仕
事
を
や
っ
て
い

る
の
か
、
そ
の
仕
事
の
や
り
方
に
問

題
は
な
い
の
か
と
い
っ
た
点
を
分
析

し
ま
す
。

　
次
に
、「
や
る
べ
き
仕
事
」
と
「
や

ら
な
い
仕
事
」
に
区
分
し
ま
す
。
や

る
べ
き
仕
事
は
、
社
内
で
す
る
か
社

外
に
発
注
す
る
か
検
討
し
て
み
ま
す
。

二

　業
務
の
効
率
化

　
社
内
で
処
理
で
き
な
い
業
務
や
委

託
し
た
ほ
う
が
効
率
や
効
果
が
期
待

で
き
る
業
務
は
外
部
に
発
注
す
る
こ

と
も
選
択
肢
の
一
つ
で
す
。
最
近
、

注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
「
B
P
O
」

で
す
。

　
こ
れ
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
プ
ロ
セ
ス
・

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の
略
で
自
社
で

は
運
用
ノ
ウ
ハ
ウ
が
な
い
業
務
を
継

続
的
に
外
部
の
事
業
者
に
委
託
す
る

こ
と
を
指
し
ま
す
。
業
務
の
効
率
化

を
図
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
企
業
全

体
の
コ
ス
ト
を
削
減
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
B
P
O
の
活
用
に
つ
い
て
、
詳
し

く
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

三

　B
P
O
と
は

　
B
P
O
と
は
、
企
業
活
動
に
お
け

る
業
務
プ
ロ
セ
ス
を
一
括
し
て
専
門

業
者
に
外
部
委
託
す
る
こ
と
で
す
。

B
P
O
は
名
前
の
通
り
ア
ウ
ト
ソ
ー

シ
ン
グ
の
一
種
で
す
が
、
業
務
対
象

や
委
託
期
間
が
異
な
り
ま
す
。
ア
ウ

ト
ソ
ー
シ
ン
グ
は
繁
忙
期
や
人
手
不

足
な
ど
必
要
性
が
生
じ
た
と
き
に
限

定
的
な
業
務
を
切
り
出
し
て
そ
の
都

度
外
部
に
委
託
し
ま
す
。
B
P
O
は

業
務
の
遂
行
だ
け
で
な
く
業
務
設
計

か
ら
業
務
の
効
果
分
析
、
業
務
改
善

に
向
け
た
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
見
直
し

も
委
託
範
囲
と
な
り
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ

ン
グ
と
比
べ
て
対
応
範
囲
が
広
く
長

期
間
に
な
り
や
す
い
の
が
特
徴
で
す
。

四

　B
P
O
を
導
入
す
る
メ
リ
ッ
ト

⑴
　
コ
ア
業
務
に
集
中
で
き
る

　
人
手
不
足
の
企
業
は
一
人
が
複
数

の
業
務
を
担
い
コ
ア
業
務
に
集
中
し

づ
ら
い
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
く
あ
り

ま
す
。
B
P
O
は
専
門
的
な
知
識

や
ス
キ
ル
を
も
と
に
業
務
を
遂
行
す

る
た
め
社
内
で
実
施
し
て
い
る
よ
り

も
時
間
と
コ
ス
ト
を
削
減
で
き
、
業

務
品
質
の
向
上
も
期
待
で
き
ま
す
。

業務委託を視野に
～BPOの活用～



3─1月号

⑵
　
人
件
費
の
変
動
費
化

　
経
費
に
は
売
上
に
関
わ
ら
ず
発
生

す
る
「
固
定
費
」
と
売
上
に
応
じ
て

変
化
す
る
「
変
動
費
」
が
あ
り
、
コ

ス
ト
削
減
の
た
め
に
は
固
定
費
を
削

減
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
人
件
費

は
固
定
費
で
す
が
外
注
費
は
売
上
に

応
じ
て
拡
大
縮
小
が
可
能
な
変
動
費

で
す
。

　
B
P
O
を
活
用
す
れ
ば
、
従
来
は

固
定
費
と
し
て
か
か
っ
て
い
た
業
務

の
人
件
費
を
外
注
費
と
し
て
変
動
費

化
で
き
ま
す
。

⑶
　
顧
客
満
足
度
の
向
上

　
B
P
O
業
者
は
各
部
門
に
精
通
し

た
プ
ロ
が
行
う
専
門
業
者
で
す
。
豊

富
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
し
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
り
、
自
社
が
任
せ
た
い
部

門
を
得
意
と
し
て
い
る
B
P
O
業
者

に
業
務
委
託
す
る
と
業
務
プ
ロ
セ
ス

の
進
行
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
法
改
正
時
や
最
新
技
術

へ
の
対
応
も
迅
速
化
す
る
こ
と
が
期

待
で
き
顧
客
満
足
度
も
上
が
り
ま
す
。

五 

　B
P
O
を
導
入
す
る

デ
メ
リ
ッ
ト

⑴
　
自
社
に
ノ
ウ
ハ
ウ
が
蓄
積
さ
れ

な
い

　
業
務
プ
ロ
セ
ス
を
一
括
し
て
外
部

委
託
す
る
と
当
該
業
務
ノ
ウ
ハ
ウ
の

社
内
蓄
積
が
困
難
と
な
り
ま
す
。

B
P
O
業
者
と
契
約
解
除
し
再
び
自

社
に
戻
す
際
、
切
り
出
し
た
業
務
は

組
織
の
再
編
成
や
人
材
育
成
な
ど
多

く
の
時
間
と
経
営
資
源
が
必
要
と
な

り
業
務
品
質
が
低
下
す
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

⑵
　
機
密
情
報
の
情
報
漏
洩

　
B
P
O
を
行
う
際
、
財
務
情
報
や

顧
客
情
報
な
ど
の
機
密
情
報
を

B
P
O
業
者
と
共
有
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
万
が
一
、
機
密
情
報
が

外
部
に
流
出
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、

B
P
O
業
者
の
責
任
に
起
因
す
る
も

の
で
あ
っ
て
も
発
注
元
企
業
の
社
会

的
責
任
が
問
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り

ま
す
。

六

　B
P
O
導
入
の
ポ
イ
ン
ト

⑴
　
B
P
O
の
対
象
業
務
を
明
確
化

す
る

　
B
P
O
の
目
的
は
自
社
で
課
題

の
あ
る
業
務
を
一
括
し
て
外
部
業
者

に
任
せ
る
こ
と
で
時
間
と
コ
ス
ト
を

削
減
し
コ
ア
業
務
に
集
中
し
収
益
向

上
が
可
能
な
環
境
を
作
り
出
す
こ
と

で
す
。

　
B
P
O
の
対
象
業
務
は
一
般
的
に

は
ノ
ン
コ
ア
業
務
で
す
。
全
業
務
を

棚
卸
し
、
自
社
の
社
員
が
担
当
す
る

コ
ア
業
務
と
外
部
委
託
す
る
ノ
ン
コ

ア
業
務
を
分
別
し
目
的
に
沿
っ
て
ど

の
業
務
を
委
託
す
る
か
決
定
し
ま

す
。

　
外
部
委
託
す
る
と
ノ
ウ
ハ
ウ
が
蓄

積
さ
れ
な
い
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
た

め
将
来
コ
ア
業
務
に
な
る
可
能
性
が

あ
る
も
の
で
は
な
い
か
考
慮
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

⑵
　
サ
ー
ビ
ス
内
容
を
し
っ
か
り
検

討
す
る

　
B
P
O
業
者
は
各
業
務
の
ジ
ャ
ン

ル
に
精
通
す
る
専
門
業
者
で
す
。
業

者
ご
と
に
蓄
積
し
て
い
る
ノ
ウ
ハ
ウ

が
違
う
た
め
事
務
関
係
が
得
意
な
の

か
、
情
報
シ
ス
テ
ム
が
得
意
な
の
か

自
社
が
切
り
出
し
た
い
業
務
に
応
じ

て
業
者
を
選
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

⑶
　
個
人
情
報
の
取
扱
い
な
ど
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
は
万
全
か

　
B
P
O
で
は
外
部
委
託
す
る
業
務

に
関
係
す
る
機
密
情
報
を
提
示
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
情
報
漏
洩
な

ど
の
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
る
と
損
害
賠

償
に
な
る
な
ど
信
用
を
大
き
く
失
墜

さ
せ
ま
す
。

　
B
P
O
業
者
を
選
ぶ
際
、
相
手
が

適
切
な
情
報
の
取
扱
い
が
で
き
る
企

業
か
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
」
な
ど
情
報

の
取
扱
い
に
関
す
る
規
格
を
取
得
し

て
い
る
か
も
判
断
材
料
に
な
り
ま
す
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
は
個
人
情
報

保
護
の
取
り
組
み
に
関
し
て
適
正
な

体
制
を
取
れ
て
い
る
企
業
に
し
か
発

行
さ
れ
な
い
の
で
安
心
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
中
国
な
ど
外
部
セ
ク
シ
ョ

ン
へ
業
務
委
託
す
る
場
合
は
、

「
I
S
M
S
認
証
」
な
ど
国
際
的
な

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
規
格
に
準
拠
し
て
い

る
か
も
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　
今
後
、
ま
す
ま
す
B
P
O
は
成
長

事
業
や
コ
ア
事
業
へ
経
営
資
源
を
集

中
す
る
経
営
手
法
と
し
て
重
要
度
が

増
し
て
き
ま
す
。
目
ま
ぐ
る
し
く
変

化
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
に
も
素
早
く

対
応
で
き
る
優
れ
た
手
段
と
し
て
も

注
目
さ
れ
ま
す
。
コ
ア
業
務
と
ノ
ン

コ
ア
業
務
を
切
り
分
け
た
う
え
で
専

門
家
に
一
任
す
る
の
は
理
に
か
な
っ

て
お
り
費
用
対
効
果
を
あ
げ
ら
れ
る

業
務
領
域
を
見
極
め
る
こ
と
が
重
要

で
す
。
単
な
る
外
注
で
は
な
く
生
産

性
向
上
を
図
る
経
営
改
革
と
し
て
B

P
O
を
賢
く
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。
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年
明
け
の
税
務
関
連
処
理
と
し
て

は
、
法
定
調
書
や
償
却
資
産
申
告
書

な
ど
、
様
々
な
書
類
の
提
出
が
あ
り

ま
す
。
毎
年
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
す

が
、
確
認
を
兼
ね
て
ポ
イ
ン
ト
を
整

理
し
て
お
き
ま
す
。

Ⅰ
　
法
定
調
書

１
　
法
定
調
書
と
は

　
法
定
調
書
と
は
、
所
得
税
法
な
ど

の
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
税
務
署
へ

の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
資

料
で
、
現
在
60
種
類
あ
り
ま
す
。

　
主
な
法
定
調
書
と
し
て
、「
給
与

所
得
の
源
泉
徴
収
票
」、「
退
職
所
得

の
源
泉
徴
収
票
」、「
報
酬
、
料
金
、

契
約
金
及
び
賞
金
の
支
払
調
書
」、

「
不
動
産
の
使
用
料
等
の
支
払
調

書
」、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

⑴

　給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

　
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
は
、
年

内
に
会
社
が
支
給
し
た
給
与
や
賞
与

な
ど
の
総
額
と
、
受
給
者
が
支
払
っ

た
社
会
保
険
料
や
所
得
税
の
金
額
な

ど
が
記
載
さ
れ
た
書
類
で
す
。
通
常

は
、
年
末
調
整
を
行
っ
た
あ
と
に
会

社
が
発
行
す
る
も
の
で
す
。
提
出
す

る
範
囲
は
、
表
１
の
と
お
り
で
す
。

　
な
お
、
給
与
等
の
受
給
者
の
住
所

地
の
市
区
町
村
に
提
出
す
る
「
給
与

支
払
報
告
書
」
は
、
表
１
の
範
囲
に

関
係
な
く
、
全
て
の
受
給
者
に
つ
い

て
提
出
を
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

⑵

　退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票

　
令
和
４
年
中
に
、
法
人
の
役
員
に

対
し
て
退
職
手
当
な
ど
を
支
払
っ
た

場
合
に
は
、
退
職
所
得
の
源
泉
徴
収

票
を
税
務
署
に
提
出
し
ま
す
。
こ
の

退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票
に
は
、
金

額
の
範
囲
は
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、

法
人
の
役
員
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
提

出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

死
亡
退
職
に
よ
り
退
職
手
当
等
を
支

払
っ
た
場
合
は
、
退
職
所
得
の
源
泉

徴
収
票
に
代
え
て
、
相
続
税
法
で
規

定
さ
れ
て
い
る
「
退
職
手
当
金
等
受

給
者
別
支
払
調
書
」
を
提
出
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

⑶

　報
酬
、
料
金
、
契
約
金
及
び
賞

表1　「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲
受給者の区分 提出範囲

年
末
調
整
を
し
た
人

⑴　法人の役員及び、現に役員でなくても令和4年中に役員であった人 令和4年中の給与等の支払金額が
150万円を超えるもの

⑵ 　弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、建築士など
　※これらの人に給与等として支払っている場合が対象

令和4年中の給与等の支払金額が
250万円を超えるもの

⑶　上記⑴・⑵以外の人 令和4年中の給与等の支払金額が
500万円を超えるもの

年
末
調
整
を
し
な
か
っ
た
人

⑷　「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した人

令和4年中に退職した人、災害により被害を受けた人で一定の人 令和4年中の給与等の支払金額が250万円
（法人の役員の場合は50万円）を超えるもの

主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかった人 全部

⑸　「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった人 令和4年中の給与等の支払金額が
50万円を超えるもの

表2　「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲
区分 提出範囲

⑴ 　外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボク
サー等の報酬、料金

同一人に対する令和4年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの⑵ 　バー、キャバレー等のホステス、バンケットホステス、
コンパニオン等の報酬、料金

⑶　広告宣伝のための賞金

⑷　社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 同一人に対する令和4年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの
※ 国立病院、公立病院、その他公共法人等に支払うものは不要

⑸　馬主が受ける競馬の賞金 令和4年中の1回の支払賞金額が75万円を超える支払いを受けた人に係るそ
の年中の全ての支払金額

⑹　プロ野球の選手などが受ける報酬及び契約金
同一人に対する令和4年中の支払金額の合計が5万円を超えるもの

⑺　上記⑴から⑹以外の報酬、料金等

１月の税
務
処
理

法定調書、償却資産
申告書の作成・提出
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書
の
枚
数
が
１
０
０
枚
以
上
の
場
合

は
、
そ
の
法
定
調
書
に
つ
い
て
は

e

－

T
a
x
や
光
デ
ィ
ス
ク
等
、
ま

た
は
ク
ラ
ウ
ド
等
に
よ
る
提
出
が
必

要
で
す
。
こ
の
枚
数
に
つ
い
て
は
、

法
定
調
書
の
種
類
ご
と
に
判
定
し
ま

す
。

　
法
定
調
書
を
提
出
す
る
際
に
は
、

提
出
す
る
法
定
調
書
を
集
計
し
た
、

「
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
等
の
法

定
調
書
合
計
表
」
を
一
緒
に
提
出
し

ま
す
。

Ⅱ
　
償
却
資
産
申
告
書

１
　
償
却
資
産
と
は

　
償
却
資
産
と
は
、
土
地
と
家
屋
以

外
の
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
資
産
で
、
そ
の
減
価
償
却
費
が

損
金
又
は
経
費
に
算
入
さ
れ
る
も
の

の
う
ち
一
定
の
も
の
を
い
い
ま
す
。

　
償
却
資
産
の
種
類
は
、
①
構
築

物
、
②
機
械
及
び
装
置
、
③
船
舶
、

④
航
空
機
、
⑤
車
両
及
び
運
搬
具
、

⑥
工
具
・
器
具
及
び
備
品
、
の
６
種

類
が
あ
り
ま
す
。
な
お
構
築
物
に
は

一
定
の
建
物
附
属
設
備
が
含
ま
れ
ま

す
。
ま
た
、
家
屋
と
設
備
等
の
所
有

者
が
異
な
る
場
合
、
賃
借
人
等
が
取

り
付
け
た
事
業
用
の
内
装
・
造
作
及

び
建
築
設
備
等
に
つ
い
て
は
、
償
却

金
の
支
払
調
書

　
令
和
４
年
中
に
、
一
定
の
報
酬
や

契
約
金
な
ど
を
支
払
っ
た
場
合
に

は
、
報
酬
、
料
金
、
契
約
金
及
び
賞

金
の
支
払
調
書
を
提
出
し
ま
す
。
提

出
範
囲
は
表
２
の
と
お
り
で
す
。

⑷

　不
動
産
の
使
用
料
等
の
支
払
調

書
　
不
動
産
や
不
動
産
の
上
に
存
す
る

権
利
、
総
ト
ン
数
20
ト
ン
以
上
の
船

舶
、
航
空
機
の
借
受
け
の
対
価
や
、

不
動
産
の
上
に
存
す
る
権
利
の
設
定

の
対
価
を
、
不
動
産
の
使
用
料
等
と

い
い
ま
す
。
令
和
４
年
中
に
不
動
産

の
使
用
料
等
の
支
払
い
を
し
た
法
人

と
不
動
産
業
者
で
あ
る
個
人
は
、
同

一
の
人
に
対
す
る
令
和
４
年
中
の
支

払
金
額
の
合
計
が
15
万
円
を
超
え
る

場
合
に
は
、
不
動
産
の
使
用
料
等
の

支
払
調
書
を
提
出
し
ま
す
。
な
お
、

法
人
に
支
払
う
不
動
産
の
使
用
料
等

に
つ
い
て
は
、
賃
借
料
を
除
く
権
利

金
と
更
新
料
等
の
み
を
提
出
し
ま
す
。

２
　
法
定
調
書
の
提
出
方
法

　
こ
れ
ら
の
法
定
調
書
は
、
令
和
５

年
１
月
31
日
ま
で
に
、
所
轄
税
務
署

長
に
提
出
し
ま
す
。
提
出
方
法
は
、

書
面
や
e

－
T
a
x
、
光
デ
ィ
ス
ク

等
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。
な
お
、前
々

年
の
提
出
す
べ
き
で
あ
っ
た
法
定
調

資
産
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
の
で
、

そ
の
賃
借
人
等
は
償
却
資
産
の
申
告

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

２
　
償
却
資
産
の
申
告

　
令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
で
、
償

却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
事
業
者

は
、
１
月
31
日
ま
で
に
償
却
資
産
の

申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
申

告
先
は
、
そ
の
資
産
が
所
在
す
る
市

町
村
（
東
京
都
23
区
に
つ
い
て
は
都

税
事
務
所
）で
す
。

　
申
告
の
対
象
と
な
る
資
産
は
、
事

業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
資

産
で
す
。申
告
が
必
要
な
資
産
に
は
、

次
の
よ
う
な
も
の
も
含
ま
れ
ま
す
。

①
　
他
に
賃
貸
し
て
い
る
資
産

②
　
耐
用
年
数
が
経
過
し
て
い
て
償

却
済
み
の
資
産

③
　
遊
休
ま
た
は
未
稼
働
の
資
産

④
　
租
税
特
別
措
置
法
の
規
定
を
適

用
し
、
即
時
償
却
を
し
て
い
る
も

の
　
一
方
、
自
動
車
税
や
軽
自
動
車
税

の
課
税
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
や
、

無
形
固
定
資
産
、
繰
延
資
産
な
ど
は

申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

少
額
の
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て

は
、
償
却
方
法
に
よ
っ
て
申
告
の
対

象
に
な
る
か
な
ら
な
い
の
か
異
な
り

ま
す（
表
３
参
照
）。

表3　少額の減価償却資産の取り扱い （東京都主税局「固定資産税（償却資産）申告の手引き」より作成）

取得価額
償却方法 10万円未満 10万円以上

20万円未満
20万円以上
30万円未満 30万円以上

⑴　取得価額が10万円未満などで損金算入したもの 申告対象外

⑵　一括償却資産の損金算入の特例を適用したもの 申告対象外

⑶　リース資産（ファイナンス・リース） 申告対象外 申告対象

⑷　中小企業者等の少額の減価償却資産の特例を適用したもの 申告対象

⑸　個別減価償却 申告対象

（注１）　個人事業主については、「損金算入」を「必要経費に算入」と読み替えてください
（注２） 　⑸について、個人事業主は取得価額が10万円未満の資産はすべて必要経費になりますので、個別に減価償却す

ることはありません。
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定
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
は
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
基

に
、「
学
び
・
学
び
直
し
」
に
関
し

て
労
使
が
取
り
組
む
と
よ
い
と
さ
れ

る
事
項
を
６
つ
の
パ
ー
ト
に
分
け
て

説
明
し
ま
す
。

一

　基
本
認
識
の
共
有

　
ま
ず
は
、
経
営
者
に
よ
る
経
営
戦

略
・
ビ
ジ
ョ
ン
と
人
材
開
発
の
方
向

性
の
提
示
を
し
、
労
働
者
と
共
有
し

ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
学
び
に
対
す
る
動

機
付
け
の
促
進
や
、
学
び
の
風
土
の

形
成
、
企
業
内
へ
の
浸
透
な
ど
の
効

果
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

【
取
組
例
】  

・
　
一
回
だ
け
の
発
信
に
と
ど
ま
ら

ず
、
十
分
に
浸
透
す
る
よ
う
粘
り

強
く
発
信
。
経
営
者
に
加
え
、
現

場
の
リ
ー
ダ
ー
か
ら
も
発
信
。

二

　能
力
・
ス
キ
ル
等
の
明
確
化
、

学
び
・
学
び
直
し
の
方
向
性
・
目

標
の
共
有

⑴
　
役
割
の
明
確
化
と
合
わ
せ
た
職

務
に
必
要
な
能
力
・
ス
キ
ル
等
の

明
確
化

　
企
業
の
実
情
や
職
務
の
性
格
に
応

じ
つ
つ
、
で
き
る
限
り
積
極
的
に
行

う
こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
。

【
取
組
例
】  

・
　
職
業
人
生
の
各
段
階
で
必
要
な

能
力
・
ス
キ
ル
等
を
整
理
し
た
ロ

ー
ド
マ
ッ
プ
を
示
す
。

・
　
必
要
な
資
格
や
、
知
識
・
技
能

レ
ベ
ル
を
明
ら
か
に
す
る
。

⑵
　
学
ぶ
意
欲
の
向
上
に
向
け
た
節

目
ご
と
の
キ
ャ
リ
ア
の
棚
卸
し

　
今
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
を
振
り
返
り
、

経
験
か
ら
得
た
こ
と
や
活
か
せ
る
能

力
・
強
み
な
ど
を
整
理
し
、
そ
れ
を

踏
ま
え
て
労
働
者
自
身
が
今
後
ど
の

よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
を
歩
み
た
い
か
、

そ
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
方
向
で
何

を
学
ぶ
べ
き
か
を
考
え
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

【
取
組
例
】  

・
　
ジ
ョ
ブ
・
カ
ー
ド
を
活
用
し
つ

つ
定
期
的
な
キ
ャ
リ
ア
の
棚
卸
し

を
行
う
こ
と
を
推
奨
す
る
。

・
　
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
、

「
定
期
」
ま
た
は
昇
進
・
昇
格
、

仕
事
以
外
に
状
況
変
化
が
あ
っ
た

と
き
等
の「
節
目
」に
行
う
。

⑶
　
方
向
性
・
目
標
の
擦
り
合
わ
せ
、

共
有

　
企
業
が
求
め
る
学
び
・
学
び
直
し

の
方
向
性
・
目
標
と
、
労
働
者
が
求

め
る
学
び
・
学
び
直
し
の
方
向
性
・

目
標
と
の
擦
り
合
わ
せ
を
行
う
こ
と

が
必
要
で
す
。

　
具
体
的
に
は
、
学
ぶ
べ
き
分
野
や

レ
ベ
ル
等
の
擦
り
合
わ
せ
を
行
い
、

必
要
に
応
じ
て
、
よ
り
詳
細
に
取
得

す
べ
き
資
格
や
期
間
等
を
定
め
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

【
取
組
例
】  

・
　
擦
り
合
わ
せ
に
お
い
て
、
管
理

職
等
の
現
場
の
リ
ー
ダ
ー
は
、「
労

働
者
の
学
び
た
い
と
思
っ
て
い
る

内
容
」
が
企
業
の
人
材
戦
略
等
の

方
向
性
と
合
っ
て
い
る
か
を
確
認

す
る
。

・
　
短
期
の
目
標
が
あ
る
と
着
手
し

や
す
く
、
ま
た
、
一
つ
一
つ
達
成

す
る
こ
と
で
大
き
な
目
標
へ
と
近

づ
く
た
め
、長
期
の
目
標
に
加
え
、

短
期
の
目
標
も
設
定
す
る
。

三

　労
働
者
の
自
律
的
・
主
体
的
な

学
び
・
学
び
直
し
の
機
会
の
確
保

⑴
　
教
育
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
教
育

訓
練
機
会
の
確
保

　
急
速
か
つ
広
範
な
経
済
・
社
会
環

境
の
変
化
に
対
応
し
た
学
び
・
学
び

直
し
が
で
き
る
よ
う
、
多
様
な
形
態

で
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、ま
た
、

企
業
が
教
育
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提

供
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
大
学
や

　
近
年
、
企
業
・
労
働
者
を
取
り
巻

く
環
境
が
急
速
か
つ
広
範
に
変
化

し
、
労
働
者
の
職
業
人
生
の
長
期
化

も
同
時
に
進
行
し
て
き
ま
し
た
。

　
変
化
の
時
代
に
お
い
て
は
、
労
働

者
の
「
自
律
的
・
主
体
的
か
つ
継
続

的
な
学
び
・
学
び
直
し
」が
重
要
で
、

学
び
・
学
び
直
し
に
お
け
る
「
労
使

の
協
働
」が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
て
、

令
和
４
年
６
月
に
、
厚
生
労
働
省
に

お
い
て
「
職
場
に
お
け
る
学
び
・
学

び
直
し
促
進
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
策

職場における
学び・学び直し
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教
育
訓
練
機
関
な
ど
外
部
機
関
の
活

用
も
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で

し
ょ
う
。

【
取
組
例
】  

・
　
テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務
の
労
働
者
も

教
育
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
講
で

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
オ
ン

ラ
イ
ン
や
オ
ン
デ
マ
ン
ド
の
教
育

訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
す
る
。

・
　
非
正
規
雇
用
労
働
者
等
が
各
種

の
支
援
の
対
象
か
ら
漏
れ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
に
す
る
。

⑵
　
労
働
者
が
相
互
に
学
び
合
う
環

境
の
整
備

　
学
び
・
学
び
直
し
を
促
進
す
る
た

め
に
は
、労
働
者
が
お
互
い
に
学
び
、

高
め
合
う
環
境
を
確
保
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、そ
の
方
法
と
し
て
は
、

労
働
者
同
士
の
学
び
合
い
の
場
を
整

備
、
自
主
的
に
勉
強
会
等
の
学
び
の

場
を
設
け
た
り
す
る
こ
と
等
が
考
え

ら
れ
ま
す
。

【
取
組
例
】  

・
　
社
内
の
先
輩
を
講
師
と
し
て
招

き
、
自
主
的
な
勉
強
会
を
開
催
す

る
。

・
　
社
外
か
ら
専
門
家
を
招
い
た
講

習
会
・
勉
強
会
の
様
子
を
動
画
撮

影
し
、
後
日
社
内
の
イ
ン
ト
ラ
ネ

ッ
ト
で
共
有
す
る
。

四

　労
働
者
の
自
律
的
・
主
体
的
な

学
び
・
学
び
直
し
を
促
進
す
る
た

め
の
支
援

　
労
働
者
が
自
律
的
・
主
体
的
な
学

び
・
学
び
直
し
を
効
果
的
に
行
う
た

め
に
は
、
学
び
・
学
び
直
し
の
た
め

の
時
間
の
確
保
、
費
用
負
担
を
行
う

こ
と
の
ほ
か
、
継
続
の
た
め
の
支
援

を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
。

【
取
組
例
】  

・
　
教
育
の
た
め
に
業
務
を
一
時
的

に
離
れ
て
も
支
障
が
生
じ
な
い
よ

う
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
工
夫
や
人

員
配
置
の
見
直
し
を
行
う
。

・
　
仕
事
や
業
務
に
資
す
る
自
己
啓

発
に
つ
い
て
経
済
的
支
援
（
費
用

補
助
）を
す
る
。

・
　
外
部
講
座
を
受
講
す
る
た
め
に

休
暇
を
取
得
す
る
と
き
に
有
給
の

訓
練
休
暇
と
す
る
。

・
　
学
び
の
進
捗
確
認
を
行
う
仕
組

み
を
導
入
す
る
。

・
　
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に

よ
る
相
談
支
援
を
行
う
。

五

　持
続
的
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
繋

が
る
学
び
の
実
践
、
評
価

　
学
び
・
学
び
直
し
は
、
単
に
「
学

ん
だ
」だ
け
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、

学
ん
だ
後
に
業
務
に
活
か
し
て
こ
そ

意
義
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
学
ん
だ

こ
と
を
業
務
で
実
践
す
る
こ
と
で
、

身
に
付
け
た
能
力
・
ス
キ
ル
が
定
着

す
る
と
い
う
効
果
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　
学
び
・
学
び
直
し
を
行
っ
た
労
働

者
に
成
功
体
験
や
振
り
返
り
の
機
会

を
与
え
る
こ
と
で
、
新
た
な
目
標
の

設
定
と
、
更
な
る
学
び
・
学
び
直
し

に
繋
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

【
取
組
例
】  

・
　
学
ん
だ
内
容
を
配
置
転
換
の
際

に
考
慮
す
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め

明
ら
か
に
し
た
上
で
、
実
際
に
本

人
の
希
望
に
基
づ
き
、
学
ん
だ
内

容
に
関
連
す
る
部
署
へ
の
異
動
を

実
現
す
る
。

・
　
新
規
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

の
人
選
に
学
び
の
内
容
を
考
慮
す

る
。

・
　
学
び
・
学
び
直
し
を
行
っ
た
者

を
評
価
す
る
社
内
表
彰
制
度
を
導

入
、
手
当
の
支
給
を
実
施
す
る
。

六

　現
場
の
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
、
企

業
に
よ
る
リ
ー
ダ
ー
へ
の
支
援

　
職
場
に
お
け
る
学
び
・
学
び
直
し

を
推
進
し
、
学
び
の
気
運
・
企
業
風

土
を
醸
成
す
る
た
め
に
は
、
顧
客
と

直
に
接
す
る
等
に
よ
り
現
場
の
課
題

を
把
握
し
、
経
営
者
と
労
働
者
と
の

結
節
点
と
な
っ
て
い
る
管
理
職
等
の

現
場
の
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
が

と
な

り
ま
す
。

　
企
業
は
、
管
理
職
等
の
現
場
の
リ

ー
ダ
ー
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
向
上

を
図
り
、
そ
の
求
め
ら
れ
る
役
割
を

果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、ま
た
、

現
場
の
リ
ー
ダ
ー
が
経
営
者
と
労
働

者
と
の
間
で
板
挟
み
に
な
り
孤
立
す

る
こ
と
が
無
い
よ
う
、
十
分
な
配
慮

や
支
援
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
す
。

【
取
組
例
】  

・
　
面
談
に
当
た
っ
て
は
、
労
働
者

の
話
に
耳
を
傾
け
、
労
働
者
の
気

持
ち
に
寄
り
添
い
、
受
け
止
め
る

こ
と
で
、
労
働
者
が
現
状
を
自
ら

振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を

整
え
る
。

・
　
現
場
の
リ
ー
ダ
ー
に
、
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
や
コ
ー
チ
ン
グ
の
技
法

を
学
ぶ
機
会
を
提
供
す
る
。 

　
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
、

今
回
触
れ
て
い
な
い
取
組
例
も
多
数

掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、「
職
場

に
お
け
る
学
び
・
学
び
直
し
促
進
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ

り
検
索
し
、
ご
参
照
く
だ
さ
い
。



1 月号─8

　運転免許を自主返納する人が増えていま
す。車は地方では農業など生活必需品なの
で免許返納すれば生活が不便になる可能性
が高いですが、都市部では公共交通機関が
整備されているため免許返納は支出を減ら
すことができる選択肢の一つです。
　車を保有している場合、2～3年に一度
車検を受けなければなりません。その際、
点検・整備費や加入義務のある自動車損害
賠償責任保険（自賠責）の保険料、自動車
重量税がかかります。車検時以外でも12
カ月点検費、故障時の修理代、タイヤやオ
イル交換の消耗品代が必要です。自賠責で
はカバーできない補償に備える任意保険の
保険料、毎年払う自動車税もあります。さ
らに、ガソリン代や駐車場代も月々かかる
場合もあります。合計で年間40～50万円
となり、車を手放すとこれだけ支出がおさ
えられることになります。

　2012年4月以降、運転免許証を自主返
納したときに交付される「運転経歴証明書」
は期限なしの本人確認書類として銀行窓口
などで使用できるようになりました。高齢
ドライバーによる事故が年々増えているこ
とから各自治体や都道府県警では、免許返
納を促すため独自の特典が用意されていま
す。
　運転ができなくなる不便さを解消するた
めに電車やバスの公共交通機関の割引は勿
論のこと、各自治体の対象地域の事業者が
タクシー乗車料金を10％割引するケース
も多くみられます。
　最近では、特典内容がさまざまな企業・
団体に広がり、たとえば高島屋では商品の
自宅配送が無料になったり、金融商品の金
利が優遇されるなど金融サービスにまで広
がってきています。各自治体は運転免許自
主返納をサポートしてくれる企業を募集し
ており商品の割引、入場料等の割引など高
齢者に喜んでもらえるユニークな提案を求
めており、今後さらに充実しそうです。

運転免許返納の恩恵

　Z世代とは1990年代後半から2000年
代に生まれ2023年1月現在12～23歳の
年齢ですが、この先消費の主体となってい
くZ世代の消費行動の特徴を知ることは成
長戦略に欠かせません。
　Z世代は幼少期からWEBやSNS、動画
共有サービスを駆使しデジタルネイティブ
とも言われ、物を所有することにこだわら
ないため「モノ消費」より体験重視型の「コ
ト消費」に強い関心があります。また、個
性を尊重しジェンダーや社会問題にも関心
が強いことから、商品やサービスの機能に
社会的・文化的な価値を付加した「イミ消
費」が消費行動の特徴です。商品やサービ
スが産まれるまでのストーリーやエピソー
ドを伝え物語性を付与して共感を呼び込む
アプローチが必須です。
　モノを購入することで、いいコトを体験
できるだけでなく間接的に貢献できること
に意義を感じるZ世代の消費の在り方は、
ますます広がるでしょう。

Z世代の「イミ消費」　
最
近
の
大
学
生
は
、
一
方
的
な
講

義
は
長
時
間
苦
痛
、
情
報
が
薄
く
眠

く
な
る
な
ど
の
理
由
で
オ
ン
ラ
イ
ン

講
義
を
倍
速
視
聴
す
る
学
生
が
半
数

を
超
え
る
と
い
い
ま
す
。
捻
出
し
た

時
間
は
他
の
学
習
、
バ
イ
ト
、
趣
味

に
充
て
る
そ
う
で
す
。
倍
速
に
す
る

こ
と
で
教
育
効
果
が
落
ち
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。

　
動
画
倍
速
再
生
と
教
育
効
果
に
つ

い
て
の
相
関
性
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

大
学
の
デ
ィ
ロ
ン
・
マ
ー
フ
ィ
ー
氏

が
学
生
ら
２
３
１
人
を
対
象
に
実
験

を
実
施
し
、「
動
画
を
倍
速
で
見
て

も
学
習
理
解
度
は
変
わ
ら
な
い
」
と

い
う
結
論
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
も
し
、
動
画
倍
速
再
生
を
企
業
の

教
育
・
研
修
に
も
活
か
す
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
時
間
や
場
所
に
と
ら
わ
れ

ず
に
再
生
可
能
、
会
場
費
や
人
件
費

を
削
減
で
き
る
な
ど
、
社
員
に
も
企

業
に
も
効
果
的
だ
と
い
え
そ
う
で
す
。

動
画
倍
速
再
生
で
時
短
?!

発行


